
 

 

令和4年度(2022年度)社会福祉法人愛寿会 事業報告書 

 
 
令和4年度の社会福祉法人愛寿会の事業運営において、令和4年12月4日(日)の長戸金

昭理事長急逝という大きな出来事がありました。これに伴い令和4年12月9日（金）に開

催した令和4年度第3回評議員会において欠員理事の補充として長戸登世理事が就任し、

同日の令和4年度第9回理事会において長戸重幸理事が後任の理事長として選任されまし

た 

令和2年（2020年）1月に国内で初めて感染確認があった新型コロナウイルス感染症は

令和3年度の第5波・第6波と感染の波が訪れ、令和4年度についても令和4年夏第7波、

令和4年冬第8波の感染拡大により施設運営にも大きな影響が続きました。 

新型コロナウイルスの影響もあり令和3年度は落込があった事業活動収入は令和4年度

には44億8千万円となり改善の兆しがみられました。一方人件費支出・事業費支出が増加

により事業活動資金収支差額は減少傾向が続き、経営面では厳しい状況となっています。 

また少子高齢化による労働力人口の減少に加えて介護施設増加の影響から、職員確保に

ついても厳しい状況となっており、派遣職員の比率増大が続いています。 

 

勘定科目名（金額単位：千

円） 
令和元年度 令和2年度 令和 3年度 令和4年度 

事業活動収入計 4,430,321 4,469,496 4,432,089 4,481,475 

人件費支出 2,394,811 2,438,374 2,478,802 2,567,510 

事業費支出 499,856 557,726 531,286 615,085 

事務費支出 221,042 234,710 226,874 251,096 

事業活動支出計 3,137,498 3,252,778 3,259,825 3,445,365 

事業活動資金収支差額 1,292,822 1,216,717 1,172,264 1,036,109 

 

「第8期伊予市介護保険事業計画」に応募した「高齢者総合福祉施設伊予あいじゅ 特別

養護老人ホーム50床の増床及びグループホーム新設」計画は、令和3年6月23日に開催

されたプロポーザル審査を経て運営事業者として選定されました。この選定を受け令和4

年度に以下のとおり開設準備を行いました。 

① 令和5年5月17日に株式会社一宮工務店と工事請負契約を締結し、令和5年5月30

日に起工式を執り行いました。 

② 休止中の「あいじゅ新川デイサービスセンター」の改修工事を行い、令和 4年 9月
30日で「あいじゅ新川デイサービスセンター」を事業廃止。令和4年10月1日から

「デイサービスセンター伊予あいじゅ」を伊予市下吾川字北西原1781番地1に移転、

「介護付有料老人ホーム グランドライフあいじゅ新川」建物の1階で運営を開始し

ました。 



 

 

③ 「（仮称）高齢者総合福祉施設伊予あいじゅ 移転増築工事」の建物工事については
令和5年度に工事予定の部分を残して令和5年3月13日に増築建物の引き渡しを受

け、令和5年3月25日（土）に「高齢者総合福祉施設伊予あいじゅ」が伊予市宮下

1224番地1から移転、新しい施設での運営を開始しました。 

 

 

重点目標への具体的取組内容  
① 利用者の尊厳と安全を守るケアの徹底 
 新規採用及び中途採用職員の研修を通じ基本的な職業倫理の浸透につとめました。 
 認知症に対する理解を深めケアに関するスキルを身につけることで、認知症の人の
心の状態に寄り添うケアに努めました。 

② 地域における公益的な活動の促進 
 地域の関係団体との協働により福祉ニーズの把握に努め、それらのニーズに対する
支援への取組として在宅介護支援センターとして地域の高齢者の実態把握活動を継

続しました。 

 小野・久米地区で運行されている予約制乗合交通「チョイソコおのくめ」の賛助会
員としての参画を継続しました。 

③ 人材の安定的確保に向けた取組み 
・ 優秀な人材の安定的確保、離職の防止に向け、引き続き働きやすい労働環境の整備
に努めるとともに特定技能外国人雇用の準備を進めました。 

④ 稼働率の向上 
 新型コロナウイルス感染が継続する中、利用者の体調管理やリスクマネジメントを
徹底し、利用者の「安心・安全」を守るよう努めました。 

 利用者満足につながる事業所の強みを見出し、他の事業所との差別化を図るため、
オンライン形式による入所相談員セクション会や通所相談員セクション会等を開催

しました。（入所相談員セクション会、通所相談員セクション会 各6回） 

⑤ コスト管理による効率的な運営の実践 
 食材費や燃料費が高騰する中、厨房セクション会等を通じて「コスト意識」を持ち
効率化に努めました。 

⑥ 科学的介護への取り組み 
・ 令和 3年度から本格化した科学的介護「ＬＩＦＥ」については、令和 4年 10月の

愛媛県老人保健協議会セミナーの参加等を通じて活用体制の検討を進めました。 

⑦ 研修体制充実に向けたeラーニングの活用 
・ 各施設で整備したオンライン面会用の器材を有効活用し、愛媛県老施協・愛媛県老
健協等のセミナーに参加しました。 

 

 

 



 

 

令和4年度 理事会・評議員会の開催状況 

 

令和4年度 第1回理事会 令和4年5月10日 

第 1号議案 「（仮称）高齢者総合福祉施設伊予あいじゅ移転増築工事」競争入札の件 
第 2号議案  高齢者総合福祉施設伊予あいじゅの職員募集に係る就職祝金実施の件 
第 3号議案  令和３年度決算の概況と愛寿会本部から地域包括支援センター 

垣生・余土への資金繰入の件 
第 4号議案  松山市小野・久米地区で開始される「チョイソコおのくめ」賛助会員申込の件 
第 5号議案  愛媛信用金庫からの申し入れによる振込手数料減免措置変更の件 
第 6号議案  職員給与支給規程変更の件 
第 7号議案  定款第 12条及び第 13条による評議員会開催の議決について 
 
令和4年度 第1回評議員会 令和4年5月10日 

第 1号議案 「（仮称）高齢者総合福祉施設伊予あいじゅ移転増築工事」競争入札の件 
第 2号議案  高齢者総合福祉施設伊予あいじゅの職員募集に係る就職祝金実施の件 
第 3号議案  令和３年度決算の概況と愛寿会本部から地域包括支援センター 

垣生・余土への資金繰入の件 
第 4号議案  松山市小野・久米地区で開始される「チョウソコおのくめ」賛助会員申込の件 
第 5号議案  愛媛信用金庫からの申し入れによる振込手数料減免措置変更の件 
第 6号議案  職員給与支給規程変更の件 
 
令和4年度 第2回理事会 令和4年5月17日 

第 1号議案 「（仮称）高齢者総合福祉施設伊予あいじゅ移転増築工事」に係る工事請負契約書締結の件 
第 2号議案 「（仮称）高齢者総合福祉施設伊予あいじゅ移転増築工事」の 

「設計監理業務委託契約書」締結の件 
 
令和4年度 第3回理事会 令和4年6月13日 

第 1号議案 令和 3年度事業報告（案）の件  
第 2号議案 令和 3年度決算（案）の件（予備費使用及び予算費目流用報告含む） 
第 3号議案 独立監査人（会計監査人）の監査報告及び和 3年度 監事監査報告の件 
第 4号議案 高齢者総合福祉施設伊予あいじゅ移転増築工事進捗状況の件  
第 5号議案 定款第 19条第 3項に定める理事長の職務執行状況報告の件 

（令和 3年 6月～令和 4年 2月、令和 4年 3月～令和 4年 5月） 
第 6号議案 令和 4年度の社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の件  
第 7号議案 定款第 25条第２項に基づく施設長等の選任の件 
第 8号議案 令和 3年会計年度に係る事業報告並びに決算（案）決議承認 

定時評議員会開催の件（令和 4年 6月 28日（火）） 
 



 

 

令和4年度 第2回評議員会 令和4年6月28日 

第 1号議案  令和 3年度事業報告（案）承認の件 
第 2号議案  令和 3年度決算（案）決議承認の件（予備費使用及び予算費目流用報告含む） 
第 3号議案  独立監査人（会計監査人）の監査報告及び令和 3年度 監事監査報告の件 
第 4号議案  高齢者総合福祉施設伊予あいじゅ移転増築工事進捗状況の件  
第 5号議案  定款第 19条第 3項に定める理事長の職務執行状況報告の件 

（令和 3年 6月～令和 4年 2月、令和 4年 3月～令和 4年 5月） 
第 6号議案  令和 4年度の社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の件 
第 7号議案  定款第 25条第２項に基づく施設長等の選任の件 
第 8号議案  その他 
 
令和4年度 第4回理事会  令和4年8月29日 

第 1号議案 「デイサービスセンター伊予あいじゅ」移転の件 
第 2号議案 「あいじゅ新川デイサービスセンター」廃止届提出の件 
 
令和4年度 第5回理事会 令和4年9月27日 

第 1号議案 就業規則及び職員給与支給規程の変更の件 
第 2号議案 サポートあいじゅ利用料金の一部改訂の件 
      （通院介助における院内待機料金の変更） 
第 3号議案 定款第 25条第２項に基づく施設長等の選任の件 
 
令和4年度 第6回理事会 令和4年11月9日 

第 1号議案 伊予あいじゅ移転に係る福祉車両及び電動ベッド購入の入札実施の件 
 
令和4年度 第7回理事会 令和4年11月29日 

第 1号議案 「（仮称）高齢者総合福祉施設伊予あいじゅ移転増築工事」に係る 
愛寿会本部勘定からの長期貸付金の件 

第 2号議案 伊予あいじゅ移転に係る福祉車両及び電動ベッド購入の入札結果の件  
第 3号議案 介護保険請求「ほのぼの NEXT」用のサーバー及び通信用機器等更新の件 
第 4号議案 伊予あいじゅ移転増築に伴うシステム関連物品の購入及び売買契約を締結する件  
第 5号議案 就業規則及び職員給与支給規程の変更の件  
 
令和4年度 第8回理事会 令和4年12月6日 

第 1号議案 長戸金昭理事長の逝去に伴う補充理事候補者選任の件 
第 2号議案 長戸金昭理事長の逝去に伴い新理事長選任までの間特定業務の執行を委譲する件 
第 3号議案 伊予あいじゅ移転に係る福祉車両及び電動ベッド購入の入札結果の件･ 
第 4号議案 令和 4年度第 3回評議員会開催の件 
第 5号議案 長戸金昭理事長逝去に伴う「（仮称）お別れの会」開催の件 



 

 

 
令和4年度 第3回評議員会 令和4年12月9日 

第 1号議案 （挨拶）長戸金昭理事長の逝去の報告：長戸重幸理事 
第 2号議案 長戸金昭理事長の逝去に伴う補充理事の承認の件 
第 3号議案 長戸金昭理事長逝去に伴う「（仮称）お別れの会」開催の件 
 
令和4年度 第9回理事会 令和4年12月9日 

第 1号議案 長戸金昭理事長の逝去に伴う新理事長選任の件 
第 2号議案 長戸金昭理事長逝去に伴う「（仮称）お別れの会」開催の件・開催日時、式次第概要、費用

見込等について 
 
令和4年度 第4回評議員会 令和4年12月9日 

第 1号議案 新理事長選任結果の報告 
第 2号議案 新理事長の役員報酬の件 
 
令和4年度 第10回理事会 令和4年12月21日 

第 1号議案 「長戸 金昭 お別れの会」設営費用の件 
 
令和4年度 第11回理事会 令和5年3月20日 

第 1号議案 令和 4年度補正予算（案） 
及び事業区分間・拠点区分間等の繰入（案）同意の件 
第 2号議案 令和 5年度事業計画（案）同意の件 
第 3号議案 令和 5年度当初予算（案）の同意及び 
基本的な資金運用計画（案）同意の件 
第４号議案 「（仮称）高齢者総合福祉施設 伊予あいじゅ移転増築工事」の進捗及び備品購入等の報告

と工事請負代金支払の件（本部からの長期貸付金執行及びケアハウス伊予あいじゅ積立金

取り崩し） 
第 5号議案 介護付有料老人ホームの体験利用に係る料金統一及び食事代変更の件 
第 6号議案 「役員等の報酬並びに費用に関する規程」改訂の件 
第 7号議案 「社会福祉法人愛寿会 経理規程」 改訂の件 
第 8号議案 「就業規則」及び「職員給与支給規程」改訂の件 
第 9号議案 愛媛県保健福祉部による社会福祉法人愛寿会の福祉施設指導監査の状況について 
第 10号議案 令和５年度会計監査人選任にあたっての提案書比較の件  
第 11号議案 「エコバイオ株式会社」から提案のあった「株式会社ソリューションバンク」によるリバ

ースオークションの件 
第 12号議案 定款第 19条第 3項に定める理事長の職務執行状況報告の件 

（令和 3年 6月～令和 5年 2月） 
第 13号議案 定款第 25条第２項に基づく施設長等の選任の件 



 

 

第 14号議案 令和 4年会計年度に係る補正予算及び令和 5年度事業計画等に係る評議員会開催の件 
 
令和4年度 第5回評議員会 令和5年3月24日 

第 1号議案 令和 4年度補正予算（案）及び事業区分間・拠点区分間等の繰入（案）承認決議の件 
第 2号議案 令和 5年度事業計画（案）承認決議の件介護職員養成研修事業 
第 3号議案 令和 5年度当初予算（案）の承認決議及び基本的な資金運用計画（案）承認決議の件 
第４号議案 「（仮称）高齢者総合福祉施設 伊予あいじゅ移転増築工事」の進捗及び備品購入等の報告

と工事請負代金支払の件（本部からの長期貸付金執行及びケアハウス伊予あいじゅ積立金

取り崩し）  
第 5号議案 介護付有料老人ホームの体験利用に係る料金統一及び食事代変更の件 
第 6号議案 「役員等の報酬並びに費用に関する規程」改訂の件 
第 7号議案 「社会福祉法人愛寿会 経理規程」 改訂の件 P 
第 8号議案 「就業規則」及び「職員給与支給規程」改訂の件     
第 9号議案 愛媛県保健福祉部による社会福祉法人愛寿会の福祉施設指導監査の状況について 
第 10号議案 令和５年度会計監査人選任にあたっての提案書比較の件 
第 11号議案 「エコバイオ株式会社」から提案のあった「株式会社ソリューションバンク」によるリバ

ースオークションの件 
第 12号議案 令和 4年度第 4回理事会から第 10回理事会の審議事項の報告 
第 13号議案 定款第 25条第２項に基づく施設長等の選任の件 
 
 
 
 

 



1 

 

役員等の報酬並びに費用に関する規程 
 

 

（目的及び意義） 

第１条 この規程は、社会福祉法人愛寿会（以下「この法人」という。）の定款第 9条

及び第 24条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬等並びに費用に関し必要な事項

を定める。 

 

（定義等） 

第２条 の規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 役員とは、理事及び監事をいう。 

(2) 常勤役員とは、評議員会で選任された役員のうち、継続かつ定期的に就業する役員

をいう。 

(3) 非常勤役員とは、常勤役員以外の者をいう。 

(4) 評議員とは、定款第 2章の規定に基づき置かれる者をいう。 

(5) 報酬等とは、社会福祉法第 45 条の 8第 4項、同法第 45条の 16 第４項、同法 45 条

の 16 第 3項、同法第 45 条の 19第 6項において定める報酬、賞与その他の職務遂

行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称のいかんを問

わない。費用とは明確に区分されるものとする。 

なお、社会福祉法第 45 条の 35 第 1項に基づき、民間事業者の役員の報酬及び

従業員の給与、当該社会福祉法人の経理の状況その他の事情を考慮するものとする。 

(6) 費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤費、旅費（宿泊費含む）、手数

料等の経費をいう。報酬等とは明確に区分されるものとする。 

 

（報酬の支給） 

第３条 この法人は、役員及び評議員の職務執行の対価として報酬を支給することがで

きる。 

２ 役員報酬は、各年度の総額が 2,500万円を超えない範囲とし、常勤役員の報酬は月

額で、非常勤役員に対しては理事会出席等、必要の都度、定額を支払うことができ

る。 

３ 常勤役員には、毎年 6月及び 12 月に、役員賞与を支給することができる。 

４ 評議員には、定款第9条に定める金額の範囲内で、報酬等を支給することができる。 

５ 理事において、この法人の職員を兼務し、職員給与が支給されている者には、前各

号に規定する報酬等は支給しない。 

 

（報酬等の額の決定） 

第４条 この法人の常勤役員の報酬月額は、個人の役割、職務内容を総合的に勘案・評

価し、別表第１「常勤役員の報酬月額」に定める基準額から、評議員会の承認を得

て、決めるものとする。 

２ 非常勤役員に対する報酬は別表 2「非常勤役員の報酬」に定める定額とする。 

３ 常勤の理事に対する役員賞与の総額は別表 3「常勤役員賞与」のとおりとする。 

４ 各評議員の報酬等は、定款第 9 条に定める金額の範囲内において別表第 4に基づき

支払うものとする。 
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（報酬の支給日） 

第５条 常勤役員の報酬は、年間報酬額を定める場合を含め、月額をもって支給するも

のとし、毎月一定の決まった日に支払うものとする。非常勤役員にあっては、理事

会出席等、必要の都度、支払うものとする。 

 

（報酬等の支給方法） 

第６条 報酬等は通貨をもって本人に支給する。ただし、本人の指定する本人名義の金

融機関口座に振り込むことができる。 

２ 報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額及び本人から申出のあった立

替金、積立金等を控除して支給する。 

 

（通勤費） 

第７条 役員及び評議員には、その通勤の実態に応じ、通勤費を支給することができる。 

 

（費 用） 

第８条 この法人は、役員及び評議員がその職務の執行に当たって負担し、又は負担し

た費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また前払

いを要するものについては前もって支払うものとする。 

 

（報酬等の日割り計算） 

第９条 新たに常勤の理事に就任した者には、その日から報酬を支給する。 

２ 常勤の理事が退任し、又は解任された場合は、前日までの報酬を支給する。 

３ 月の途中における就任、退任、又は解任の場合の報酬額については、その月の総日

数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算

する。 

４ 第２項の規定にかかわらず、常勤の理事が死亡によって退任した場合、その月まで

の報酬を支給する。 

 

（公 表） 

第１０条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第 59 条の 2第 1項第 2号に定

める報酬等の支給の基準として公表するものとする。 

 

（改 廃） 

第１１条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。 

 

（補 則） 

第１２条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を得て、別に定

めるものとする。 

 

附 則 

１ この規程は、平成 29 年 3月 31日から施行する。 

２ 平成 29年 6月 23日  一部改正 

３ 平成 29年 9月 1日  一部改正 

４ 令和 3年 10月 1日  一部改正 

５ 令和 5年 4月 1日  一部改正 
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別表第１ 常勤役員の報酬月額 

役員等報酬表号俸 支給基準額 役員等報酬表号俸 支給基準額 

1号俸 200,000 31号俸 800,000 

2号俸 220,000 32号俸 820,000 

3号俸 240,000 33号俸 840,000 

4号俸 260,000 34号俸 860,000 

5号俸 280,000 35号俸 880,000 

6号俸 300,000 36号俸 900,000 

7号俸 320,000 37号俸 925,000 

8号俸 340,000 38号俸 950,000 

9号俸 360,000 39号俸 975,000 

10号俸 380,000 40号俸 1,000,000 

11号俸 400,000 41号俸 1,025,000 

12号俸 420,000 42号俸 1,050,000 

13号俸 440,000 43号俸 1,075,000 

14号俸 460,000 44号俸 1,100,000 

15号俸 480,000 45号俸 1,125,000 

16号俸 500,000 46号俸 1,150,000 

17号俸 520,000 47号俸 1,175,000 

18号俸 540,000 48号俸 1,200,000 

19号俸 560,000 49号俸 1,225,000 

20号俸 580,000 50号俸 1,250,000 

21号俸 600,000 51号俸 1,275,000 

22号俸 620,000 52号俸 1,300,000 

23号俸 640,000 53号俸 1,325,000 

24号俸 660,000 54号俸 1,350,000 

25号俸 680,000 55号俸 1,375,000 

26号俸 700,000 56号俸 1,400,000 

27号俸 720,000 57号俸 1,425,000 

28号俸 740,000 58号俸 1,450,000 

29号俸 760,000 59号俸 1,475,000 

30号俸 780,000 60号俸 1,500,000 
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別表第 2 非常勤役員の報酬 

理事会出席等、必要の都度、謝金として１人一律 7千円 

 

別表第 3 常勤役員賞与 

基準日在職の常勤役員の報酬月額× 係数 (係数は 6月 2か月、12 月 2か月とする) 

 

別表第 4評議員の報酬 

評議員会出席の都度、謝金として１人一律 7千円 

 


